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北方領土の早期返還に関する提言

我が国固有の領土である歯舞、色丹、国後、択捉の北方四島の返
還の実現は、戦後残された最大の国家問題であり、全国民の永年の
悲願である。

しかし、戦後７９年が経った今日もなお、北方四島は返還されず、
日露両国間に平和条約が締結されないことはまことに遺憾なことで
ある。

北方領土問題を解決して平和条約を締結することは、両国間関係
の正常化のみならず、国際社会の平和と安定に大きく貢献するもの
と確信する。

しかし、父祖伝来の地として受け継いできた北方四島を追われた
元島民は、既に７割以上の方々が亡くなられ、一刻も早い領土問題
の解決が望まれている。
ロシア政府が令和４年３月、平和条約交渉の中断や四島交流及

び自由訪問の事業の停止等の措置を一方的に表明し、９月にはさ
らに四島交流等の事業に関わる合意の効力の停止について政府令
を発表したことは極めて不当であり、断じて受け入れられない。

国においては、北方四島の早期返還の実現を求める国民の総意と
心情に応え、一日も早く北方領土問題を解決し平和条約を締結する
ため、総理の強力なリーダーシップの下、粘り強く外交交渉を継続
するとともに、特に次の事項につき適切な措置を講ずるよう提言す
る。

記

１ 国民世論の更なる結集と高揚及び国際世論の喚起を図るととも
に、北方領土教育の充実をはじめ青少年対策の一層の強化を図る
こと。

２ 元島民とその後継者にとって四島の地に立つことができる唯一
の機会である四島交流等事業（北方墓参・自由訪問・四島交流）
の一日も早い再開に向け、具体的に進展するよう取り組むこと。

また、元島民の高齢化を踏まえた航空機墓参の恒常化、希望す
る四島内の墓地等への確実な訪問、墓地調査及び標柱等の修復・
保全や墓地周辺の環境整備を行うこと。

３ 平和条約の締結に向けた重要な一歩となり得る共同経済活動の
協議を継続するとともに、特恵制度による国内及び第三国等から
の北方四島への投資などが行われないよう働きかけること。



島根県竹島の領土権の早期確立に関する提言

竹島は歴史的にも国際法上も、島根県隠岐郡隠岐の島町に属する
我が国固有の領土であるが、韓国は警備隊員の常駐や施設構築など
により７０年以上にわたって不法に占拠してきた。これらは法的な
正当性を有するものではなく、決して容認できない。

また、平成２４年８月には韓国大統領が日本国政府の要請を無視
し、竹島への不法上陸を強行した。

その後も、竹島周辺での防衛訓練や射撃訓練、さらには、国会議
員団の上陸を実行するなど、韓国は竹島への実力支配を強めようと
している。

領土問題は国家、国民にとって基本的な問題であり、どのような
場合であっても国際法に従い平和的に解決されるべき事柄であるこ
とから、竹島の領土権の早期確立に向け、特に次の事項につき適切
な措置を講ずるよう提言する。

記

１ 竹島の不法占拠を既成事実化しようとする韓国の動きに対し
て、断固たる決意と毅然とした姿勢で厳重なる抗議を重ねるとと
もに、我が国の主張の正当性を国際世論に訴え、国際司法裁判所
への単独提訴などにより平和的な解決を図ること。

２ 「竹島の日」の閣議決定や政府主催による「竹島の日」式典の
開催、さらには、隠岐の島町への国の広報啓発施設の整備や全国
各地での啓発展示等を実施するなど、国民への積極的な広報啓発
を行うこと。

３ 竹島に関する国の調査研究機関を設置し、調査や資料の収集・
保存、若手研究者の育成など研究体制を強化すること。

４ 国民の領土に対する正しい知識を深めるため、学校教育におい
て、竹島問題を積極的に扱うよう取組を強めること。



尖閣諸島を巡る問題の解決促進等に関する提言

尖閣諸島は、日本政府が国際法上正当な手段で明治２８年１月に
日本の領土に編入して以来、国際法体系の中で一貫して日本領土と
して扱われ、また、漁業や林業、かつおぶし工場が営まれてきた経
緯もあり、我が国が有効に支配している我が国固有の領土であるこ
とは疑問の余地がないところである。

しかしながら、尖閣諸島周辺海域においては、中国海警局の公船
が領海内への侵入を繰り返し、同海域において他国の船舶を排除す
るために武器使用を容認する海警法を令和３年２月１日に制定する
など、周辺で操業を行う日本の漁業者に対しこれまでにない大きな
脅威と不安を与えている。

よって、国におかれては、宮古・八重山地域の住民をはじめ国民
の生命及び安全並びに領土・領海を守る立場から、特に次の事項に
つき適切な措置を講ずるよう提言する。

記

１ 尖閣諸島及び周辺海域が、歴史的にも国際法上も我が国固有の
領土及び領海であることを、中国政府をはじめ、国際社会へ明確
に示すこと。

２ 海洋法に関する国際連合条約に違反する海警法の制定及び中国
による日本漁船への度重なる威圧行為に対し強く抗議するととも
に、尖閣諸島周辺の領海・排他的経済水域における安全確保につ
いて適切に取り組むこと。

３ 平成２６年１１月７日の「日中関係改善に向けた話合い」の合
意事項を尊重しながら、日中両国間の緊張をエスカレートさせる
ことがないよう、歴史的事実と国際法にのっとり、冷静かつ平和
的な外交交渉で問題の解決を図ること。





令和６年１１月

全国離島振興都道県議会議長会

北 海 道 議 会 議長 冨 原 亮
宮 城 県 議 会 議長 髙 橋 伸 二
山 形 県 議 会 議長 森 田 廣
東 京 都 議 会 議長 宇田川 聡 史
新 潟 県 議 会 議 長 皆 川 雄 二
石 川 県 議 会 議長 善 田 善 彦
静 岡 県 議 会 議 長 落 合 愼 悟
愛 知 県 議 会 議長 直 江 弘 文
三 重 県 議 会 議長 稲 垣 昭 義
滋 賀 県 議 会 議長 有 村 國 俊
兵 庫 県 議 会 議長 浜 田 知 昭
島 根 県 議 会 議長 中 島 謙 二
岡 山 県 議 会 議長 久 徳 大 輔
広 島 県 議 会 議長 中 本 隆 志
山 口 県 議 会 議長 柳 居 俊 学
徳 島 県 議 会 議長 元 木 章 生
香 川 県 議 会 議長 松 原 哲 也
愛 媛 県 議 会 議長 三 宅 浩 正
高 知 県 議 会 議長 加 藤 漠
福 岡 県 議 会 議長 香 原 勝 司
佐 賀 県 議 会 議長 大 場 芳 博
長 崎 県 議 会 議長 徳 永 達 也
熊 本 県 議 会 議長 山 口 裕
大 分 県 議 会 議長 嶋 幸 一
宮 崎 県 議 会 議長 濵 砂 守
鹿児島県議会議長 松 里 保  
沖 縄 県 議 会 議長 中 川 京 貴

以上代表

会長 鹿児島県議会議長 松里 保 


